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【附属機関名称】会議概要 

会 議 名 足立区成年後見制度審査会（令和７年度第２回） 

事 務 局 足立区福祉部高齢者施策推進室医療介護連携課権利擁護推進係 

開催年月日 令和７年１１月１３日（木） 

開 催 時 間 １４時０４分 開会 ～ １６時０２分 閉会 

開 催 場 所 すこやかプラザ あだち 大研修室Ｅ 

出 席 者 

（委員） 

八杖会長、矢頭副会長、大輪委員、今岡委員 

（職員） 

医療介護連携課：徳井課長、安香高齢援護第二係長、 

立川権利擁護推進係長 

福祉管理課：森田課長 

障がい福祉センター：高橋所長 

障がい福祉課：佐々木障がい施策推進担当係長 

障がい援護課：和田基幹相談・権利擁護係長、 

村滝基幹相談・権利擁護係主査 

西部福祉課：飯塚課長 

衛生部中央本町地域・保健総合支援課：秦課長、田中精神保健担当係長 

社会福祉協議会：髙橋福祉事業部長、結城地域福祉部長、 

平成年後見センターあだち課長、 

加藤権利擁護センターあだち課長 

山本基幹地域包括支援センター西部課長 

欠 席 者 
障がい援護課：柳瀬障がい援護課長 

生活支援推進課：小林適正化推進係長 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 
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（審議経過） 

○徳井医療介護連携課長 皆様、大変お待た

せいたしました。定刻を過ぎておりますが、

令和７年度第２回足立区成年後見制度審査

会を開会させていただきます。 

 本日はお忙しいところをお集まりいただ

きまして誠にありがとうございます。着座に

て失礼いたします。私は事務局の福祉部医療

介護連携課長の徳井と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 本日ですけれども、冒頭に前委員であられ

ました髙木先生が定年退職のため、御退任さ

れまして、新しく今岡先生に委嘱をさせてい

ただく予定でしたが、所用により少し到着が

遅れておりますので、またいらっしゃった際

に委嘱状の交付をさせていただきたく存じ

ます。 

 まず、進められるところを進めさせていた

だこうと考えております。 

 それでは、資料を確認させていただきます。

本日の資料は、全て一まとめにして席上に配

付しております。内訳は次のとおりです。次

第、名簿、席次表、条例、条例施行規則、要

綱、そして議事資料となります。確認いただ

くのは難しいと思いますので、会議の途中で

不足などございましたら、事務局職員にお声

がけをいただければと思います。 

 それでは、議事のほうに入っていきたいと

思いますが、まず、本日の出席委員数を報告

させていただきます。委員定数４名のところ、

今３名です。今岡様も後でいらっしゃるとい

うことで、現状では３名でございますが、条

例第６条第２項に基づき、本日の審査会が成

立していることを報告いたします。 

 これ以降の進行は八杖会長にお願いいた

します。 

 なお、議事録作成のため、本日の質疑は録

音させていただきます。御了承いただけます

ようお願いいたします。また、発言の際は最

初にお名前を述べてから発言いただきます

よう合わせてお願いいたします。御協力のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

 では、八杖会長、よろしくお願いいたしま

す。 

○八杖会長 皆さん、こんにちは。 

 ただいまから議事を始めてまいりたいと

思いますけれども、冒頭、若干今の成年後見

制度の改正の流れを少し情報提供しておき

たいと思っています。また、明日、法制審議

会が開かれる予定になっていますけれども、

現在、大詰めの段階になっていまして、スケ

ジュール的には年明けには法制審議会とし

ての要綱案が固まって、それで来年の通常国

会に法律としてかけるような状況になって

いるようです。法律として成立すると、施行

には大体２年ほどかかるのではないかとい

うことが言われております。 

 改正の方向ですが、中間試案は皆さん、御

覧になっていらっしゃると思いますけれど

も、そこから大きな方向性について変更はな

いということで、今の制度よりも小さな後見

になっていくということは変わりがないよ

うです。 

 具体的には包括代理権、これは廃止されて

今の成年後見人のように何でもできるとい

う形にはならなくなるということです。必要

な場合に必要な範囲で対応して終わること

ができる制度というところは変わらないよ

うです。 

 一方で、やはり今まで御本人の意向が十分

に反映されていなかったというようなこと

がありましたので、御本人の同意や意思・意

向が現在以上に重要視されるという制度に

なっていくようです。 

 今一番議論されているのが類型を残すか

どうかというところ、従来乙１案、乙２案と
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いう言い方がされていましたけれども、そこ

のどちらかということではないのですけれ

ども、どこまで残すかというところが議論さ

れていて、そこが明日も重要なポイントとし

て審議がされるというふうに聞いておりま

す。 

 結局、小さい後見になりますから、終わる

場合というのがいろいろ想定されて、その場

合にどうしていくかということが課題にな

ってくるということです。終わっても、課題

が解決して終わったということであって、判

断能力が低下している状況、支援が必要な状

況は変わりないと思いますから、その場合に

どういった支援をしていくかというところ

が大きなポイントになってきそうな気がし

ております。 

 その支援の１つとして、従来のいろいろな

支援がありますが、それに合わせて新しい事

業というのが、これを一つ国から提案がされ

ている案が示されているところです。従来、

新日自という言い方がされていましたけれ

ども、新日自という言葉だと誤解を招くとい

うことで、新しい事業と言い方が変わってい

るようですけれども、具体的には日常的金銭

管理とか、福祉サービスの利用援助、契約支

援に加えて入退院する場合の手続であると

か、死後事務、これについて身寄りのない人

も含めて対応していくということ、死後事務

と入退院手続のどちらかを選択するかのよ

うな、そういった提案がされています。また、

お金のない人も利用できるように無料低額

事業で行うというようなことも提案がされ

ているところです。 

 実施主体はもちろん社協も入っています

けれども、社協だけではなくて、民間事業者、

そこも検討していくという、そのような案が

厚生労働省から示されている段階です。こち

らもどのような制度になっていくのかとい

うことを注視していく必要があるかと思い

ますが、足立区でも今回、今日の議題にも課

題と目標の進捗状況についてとあって、そこ

でも新しい制度も見据えて少しずつ検討し

ていこうということが模索されているよう

ですが、後見制度だけではなくて、それを含

めた権利擁護支援、これを足立区内でどう展

開していくかということを検討していくと、

そういう場にこの審査会がなるとよいなと

いうふうに思っております。 

 私の冒頭のお話は以上でございますが、ち

ょうど今岡委員が到着されたということで

すので、ここは一度お戻ししてもよろしいで

しょうか。 

○徳井医療介護連携課長 よろしいですか。

恐れ入ります。ありがとうございます。 

 医療介護連携課長の徳井でございます。説

明いただきましてありがとうございます。 

 今日、委員の１名交代がありまして、今岡

委員が初めて御参加いただくことになりま

す。まず、改めて、本来区長から委嘱状を交

付させていただくところですけれども、所用

がありますため、区長代理として私が交付を

させていただきます。 

（ 委嘱状交付 ） 

○徳井医療介護連携課長 恐れ入ります。今

岡委員、一言、御挨拶をいただいてもよろし

いでしょうか。 

○今岡委員 遅れまして申し訳ありません。 

千住公証役場の公証人、今岡と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 前任の髙木公証人が今月２７日に退任さ

れることになりましたので、その後任を務め

させていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○徳井医療介護連携課長 今岡委員、今後と

もどうぞよろしくお願いいたします。 

 では、八杖会長にお戻しさせていただきま
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す。よろしくお願いいたします。 

○八杖会長 それでは次第に従いまして議

事を進めたいと思います。お手元の次第を御

覧ください。 

 まず、１番 令和７年度成年後見制度利用

促進事業の上半期の実施結果について事務

局に御説明をお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○立川権利擁護推進係長 権利擁護推進係

長の立川と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、議題１ 令和７年度成年後見制

度利用促進事業の上半期の実施結果につい

て、御説明いたします。 

 まず、令和７年度成年後見制度（権利擁護）

推進事業計画です。お手元の資料では、８ペ

ージ、資料１－１と書かれているものになり

ます。 

 こちらは毎年御報告させていただいてお

ります。 

 ４月から翌年３月までの会議や研修、講座

等の開催スケジュールになっております。数

字は日付で、例えば、「成年後見制度審査会」

は第１回が７月１８日、第２回が本日、１１

月１３日の開催ということを表します。明日

以降の日付のものは予定です。「困難事例検

討会」の７月と１１月のところ、数字が２つ

入っております。これは案件数が多かったの

で、その月に２回開催されたことを意味しま

す。 

 「あだち区民後見人」のところは２列にな

っておりますが、左側は前年度に公募した方

のスケジュール、右側が今年度、これから公

募する方のスケジュールになります。 

 続きまして、区長申立審査会の状況につい

て御説明いたします。９ページ、資料１－２

を御覧ください。こちらは区長申立審査会審

査件数の推移ですが、４月から翌年３月まで

の年度の統計になります。令和２年４月から

今年の１０月までの数値が入っております。

①高齢者、②知的障がい者、③精神障がい者

と、最後に合計の表になっております。色の

ついている行、「年合計」とありますが、こ

ちらは「年度の合計」でございます。 

 合計の隣の隣に「虐待」の列があります。

こちらはネットワーク協議会において提案

されて、令和４年度から統計を取り始めまし

たが、年々増えております。区長申立審査会

に諮る際の様式を改良・改訂した際に虐待の

欄を追加したことと、いわゆる「セルフネグ

レクト」もカウントすることになった影響と

考えております。特に「知的障がい者」にお

いては、昨年度は３分の１、今年度は６分の

５が虐待案件となっておりますが、障がい援

護課の基幹相談・権利擁護係が中心となって

精力的に取り組んでおります。 

 数字だけですと分かりづらいので、資料１

－４としてグラフ化したものを添付してお

ります。１１ページになります。令和３年度

にコロナの影響で少し落ち込みましたが、お

おむね右肩上がりになっております。また、

どの年度においても高齢者が大半、４分の３

以上を占めていることが分かります。令和７

年度も半年経過しましたので、上半期だけの

比較したグラフも作成しましたが、令和４年

度以降、ほぼ同じくらいで推移しております。 

 １０ページに戻りまして資料１－３を御

覧ください。先ほどの区長申立審査案件を

「発見のきっかけ」になったところがどこに

なるかによって分類したものです。最終的に

どこから区長申立につながったかという意

味です。例えば、ふだんから包括支援センタ

ーやケアマネジャーが関わっている方でも、

徘徊して警察に保護され、その結果、区長申

立につながった場合は包括やケアマネジャ

ーではなく、「警察・消防」にカウントされ
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ます。救急車で救急搬送され、医療機関から

区長申立につながった場合は「病院」にカウ

ントされます。 

 毎年通して多いのは「病院」、「地域包括

支援センター」、「介護・障がい施設」、「福

祉事務所・保健所」、「ケアマネジャー」と

なっております。今年度は今のところ、「地

域包括支援センター」、「病院」、「福祉事

務所・保健所」、「介護・障がい施設」、「親

族」の順になっております。 

 議題１ 令和７年度成年後見制度利用促

進事業の上半期の実施結果についてのうち、

権利擁護推進係の説明は以上となります。 

○平成年後見センターあだち課長 続きま

して、成年後見センターあだちより御説明さ

せていただきます。１２ページからの資料に

なります。 

 中間報告というところで主に上半期の事

業等を報告させていただきます。 

 まず１つ目、成年後見制度に関する相談支

援のところですけれども、数字に関してはこ

ちらに書いてあるとおりで、特に大きな違い

はありません。相談内容に関しましては、申

立の種別、本人、親族、区長とあるのですけ

れども、それで言いますと、やはり後見セン

ターのほうが本人申立、親族申立に関しては

支援を行って、区長申立は行政のほうでやっ

ていただくというルールがありますので、本

人、親族申立の数が多くなっています。 

 あとは、その相談の内容といたしまして金

銭管理、身元保証、あともう１つ、虐待親族

間紛争等の家族問題が大きいかなというと

ころでございます。虐待親族間紛争の家族問

題については、前回の会議の中で件数が増え

ているところについて分析してほしいとい

う話がございましたので、また後ほどお話し

させていただきたいと思います。続きまして、

（３）の申立て支援につきましてもこちらの

数字のとおりです。 

 ２番目、専門職による相談会の実施です。

専門職の個別相談会を毎月弁護士１回、司法

書士１回の計月２回開催しております。それ

と、（３）がリーガルサポート東京支部と一

緒に開催させていただいている無料相談会

です。それぞれ個別相談会につきましても、

すこやかプラザに移って初めてでしたので、

どうかなと心配していたのですけれども、千

住にいたときと変わらないくらい、たくさん

申込みをいただいていて、そこはほっとして

いるところでございます。 

 ３番目が区民・関係機関への成年後見制度

等の説明・周知でございます。こちらは講座

等実施しているものを書かせていただいて

おります。４番目が足立区成年後見人連絡会

の開催でございまして、これは足立区で活躍

していただいている専門職後見人や区民後

見人、関係機関等が情報交換を行ったり、あ

と、交流・勉強会等を行うというもので、年

３回開催しております。参加者は毎回増加し

ている傾向がございまして、千住庁舎で今ま

でやってきていたのですが、もう人数が入り

きらないというところがありまして、今年度

から会場をボランティアセンターに変えて

やっています。ただ、ボランティアセンター

も定員が６０人までというところで、今回ち

ょうど明日が第２回の連絡会なのですが、既

に５７名申込みがあるので、今後会場をどう

しようかというのが課題となっております。 

 ちなみに３回目は八杖先生に講師をお願

いしております。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 ５番目は緊急事務管理で、こちらは数字の

とおりです。 

 ６番目があだち区民後見人の養成・支援で

ございます。今年度は２名の方を養成してお

りまして、今はちょうど実習をしていただい
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ている期間となります。実習は地域福祉権利

擁護事業の生活支援員に同行して、いろいろ

支援や活動を見ていただくということと、プ

ラス私たちがやっている法人後見に担当職

員と一緒に訪問していただいて、学んでいた

だくということをしております。 

 （２）は区民後見人の受任状況です。令和

６年度末に１１名受任していたのですけれ

ども、年度が替わって、次々にお亡くなりに

なってしまって、今は７名の状態です。ただ、

今は減っていますが、これから社協の法人後

見で受けている人を２件、年度内に区民後見

人に移行を考えているのと、あと、区長申立

ケースで今上がっているのが１件、本人申立

のケースで区民後見人を候補者に考えてい

るものが１件ありますので、トータルしてみ

ると、年度内１０件くらいで同じような数字

になるかと思っております。 

 （３）が区民後見人の交流会、あと、（４）

が法人後見の実施のところは記載のとおり

でございます。 

 続きまして、資料１－６です。相談ケース

中「虐待・親族紛争等家族問題」の占める割

合の資料を御覧いただきたいと思います。こ

ちらが先ほど冒頭でお話しさせていただい

たところです。ここの数がとても増えている

のではないかと前回御指摘いただいて、ただ、

その場で私もなぜというところが御返答で

きなかったので、今回改めてお答えさせてい

ただければと思っております。 

 私も表を作ってみて分かったのですけれ

ども、相談ケースの中でこの虐待、親族紛争

と家族問題というか、これは職員が記録を書

く中で、これが該当するかチェックボックス

にチェックを入れていくのですけれども、令

和６年度、そして７年度が本当に増えている

なというところは見てのとおりでございま

す。 

 相談件数中の割合はパーセンテージで書

いてあるのですけれども、その隣の対象者と

いうところが、継続的に相談している方の件

数も入っているので、人数がどのくらいか拾

い上げたのが対象者のところでございます。

対象者の中で３回以上、継続相談で関わって

いる方が一番右端のところでございます。例

えば、今年度に至っては上半期で１４件、１

４名の方はもう３回以上継続的に関わって

いるということでございます。ちなみに一番

多い方ですと、今２２件の記録が上がってい

たということで、なかなかそこまで行かない

と後見につなげられないというのが数字で

見て分かるかなと思います。虐待親族紛争と

家族問題というのがとても増えているとい

うところは数字を見て明らかです。ただ、や

はり、なぜこういう相談が増えたのかに関し

ては、なかなかそこまで私たちも、後見セン

ター、成年後見制度が広く周知されたのかな

とか、職員の意識もこういう問題に対しての

対応というところでアンテナが立ってきた

のかなとか、いろいろ話はしてみたのですけ

れども、はっきりとは分かりませんでした。

特徴としては、今年度の１４件を細かく見て

みると、子供が親のお金を搾取し、もう１人

のお子様、御兄弟が申立を行うというケース、

あと、お子様がいらっしゃらない高齢の御夫

婦の御兄弟がその資産を狙っているという

ケース、あと最近多いのは本当に多問題の御

家族で、高齢者だけでなく、そこの御家族に

知的障がいや、精神障がいのお子様がいらっ

しゃって、金銭的な搾取の問題ですとか、ネ

グレクト、いろいろな問題が複合的に絡み合

う中での相談が多く、苦慮している部分がご

ざいます。中には行政、縦割りの中で横につ

なぐところがなかなか機能しておらず、支援

チームができていないケースもあります。そ

の場合は、まずはそこのチーム形成から支援
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していかなければいけないので、どうしても

申立に時間がかかってしまうのが課題であ

り、現状となっております。 

 すみません。長くなりましたが、以上です。 

○加藤権利擁護センターあだち課長 続き

まして、資料１－７、権利擁護センターあだ

ちから関連事業ということで説明させてい

ただきます。 

 権利擁護センターあだちでは、地域福祉権

利擁護事業と高齢者あんしん生活支援事業、

あと、４月からおひとりさま死後事務支援事

業ということで前回説明させていただきま

したが、この３つを行っています。 

 前年度と比較、集計方法が変わってしまっ

たので、比較が難しいのですけれども、例年、

地域福祉権利擁護事業のほうが相談が多い

のですが、今年度は特に高齢者あんしん生活

支援事業の相談が多くなっています。これは

おひとりさま死後事務支援事業が始まると

ころで、包括支援センターや地域のケアマネ

ジャーに高齢者あんしん生活支援事業とお

ひとりさま死後事務支援事業の周知を行っ

たところが影響しているのかなと思ってい

ます。おひとりさま死後事務支援事業の相談

に来る方ですと、実際に相談に乗る中で、や

っぱり保証人が欲しいということで高齢者

あんしん生活支援事業のほうに相談される

方も結構いらっしゃいます。 

 実際、裏面に契約件数を掲載しています。

地域福祉権利擁護事業、４月から２件増えた

というふうに見えますけれども、実際にはこ

の契約者の総数の推移などで実際には新規

の契約８件、解約が８件ということで、契約

はしているのですけれども、解約も同じくら

いいるというところです。 

 高齢者あんしん生活支援事業も２件増え

ているように見えますが、実際には契約が１

３件あって、解約が７件ということで、どち

らもやはり御本人様が亡くなるとか、判断能

力が落ちて後見制度に移行するという方が

増えているというところです。 

 おひとりさま支援事業を４月から始めて、

９月の段階では１件ですが、今月、１１月に

３件契約していますので４件になります。 

 あとは御覧いただければと思います。 

 以上です。 

○和田基幹相談・権利擁護係長 それでは２

２ページ、資料１－８の知的障がい分野の取

組について障がい援護課より御報告いたし

ます。 

 １の令和７年度の実施状況については記

載のとおりです。昨日、成年後見制度につい

ての講座を開催いたしました。区内の生活介

護事業所や相談支援事業所、行政を対象とし

まして５４名の参加がありました。内容とし

ましては、司法書士の髙野講師から「親亡き

後の課題に備えた課題のないうちからの後

見制度の活用」ということを中心にお話しい

ただきました。特に親御さんからの制度の誤

解、「全て後見人と専門職に金銭管理が取ら

れてしまうのではないか」という親御さんか

らの誤解については、補助・保佐類型であれ

ば、口座の一部のみを専門職が管理すること

もできるという代理権付与の事例ですとか、

親族と専門職の複数後見の事例の紹介もし

ていただきました。 

 講座後のアンケートでは、支援者の方から

「通所先等を利用されている御本人や御家

族へ案内が必要では」という回答もありまし

たので、それを踏まえた取組を進めていきた

いと考えております。 

 続きまして、資料の下のほうの２の関連事

業についてです。 

 １２月には障がい者差別解消権利擁護セ

ミナー、合理的配慮というテーマで行います。

来年１月は意思決定支援に関するセミナー
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を予定しています。２月には地域自立支援協

議会の権利擁護部会において成年後見制度

等をテーマに協議を行う予定です。 

 私からの報告は以上です。 

○田中精神保健担当係長 精神障がい分野

について御報告いたします。中央本町地域保

健総合支援課の田中です。 

 資料の１－９を御覧ください。今年度は一

般区民向け、区内事業所関係者向け、行政職

員向けと対象を変えて３回、小規模講座を行

いました。 

 一般区民向けでは御家族の方の参加が多

かったのですが、御家族が支援ができなくな

ったときを見越して遺産相続や障害年金な

どの話を含めて成年後見制度について講義

を開いております。 

 事業所職員、行政職員向けの講座では、い

ずれも成年後見制度の基本的な内容につい

て学習会を行いました。行政職員向けでは、

成年後見制度の申立手順についても説明し

ております。日々の業務の中でご相談を受け

た時に、適切に成年後見制度を導入できるよ

うに普段から知識を持って今後も進めてい

きたいと思います。 

 以上になります。 

○八杖会長 ありがとうございます。これで

以上ですか。 

 では、今いただいた上半期の活動の状況に

ついて御質問等いただきたいと思いますが、

たくさん御報告いただいたので、まずは権利

擁護推進係の御報告について御質問等があ

れば、お願いしたいと思います。主に区長申

立がどんな推移であったかと、どういったと

ころから発見がなされてつながっているか

とか、そういったことについての御報告であ

ったかと思いますが、いかがでしょうか、委

員の先生方。特段、トータル的なところはよ

ろしいですか。特にこれまでの経緯、変わっ

たところというのはなくて、同じような数で

推移しているという、そのような理解で、立

川さん、よろしいですか。 

○立川権利擁護推進係長 はい。その通りで

ございます。 

○八杖会長 分かりました。ありがとうござ

います。 

 では、続きまして成年後見センターあだち

から御報告がありました、また、権利擁護セ

ンターあだちからも御報告がありましたの

で、こちらについて少し御質問等があれば、

お願いをしたいと思います。こちらはいかが

ですか。 

○矢頭副会長 司法書士の矢頭です。 

 少し気が早いのですけれども、法改正後の

実務を考えますと、課題が解決した後、成年

後見制度を利用せずに他の制度、社会資源で

支援をしていくということが求められてい

くということになるかと思いますが、そうし

たときにこの今、契約件数、地権事業、あん

しん生活支援事業、おひとりさま死後事務支

援事業がそこそこの数字なのかなというふ

うには思っておりますけれども、組織として

のキャパシティーとして法改正後、件数が増

えてきたときにまだどれだけの余力がある

のかというところが、もしくは今後それを、

件数が多くなってきたときに、何か受けられ

るような体制づくりを目指されているかど

うかを教えていただければと思います。 

○加藤権利擁護センターあだち課長 権利

擁護センターあだち、加藤がお答えします。 

 今、地域福祉権利擁護事業が東京都の社会

福祉協議会からの委託で行っているのです

が、実際に東京都の社会福祉協議会から出て

いる人件費補助が２名しか出ていないのが

現状です。今回、八杖会長からお話がありま

したとおり、日常生活自立支援事業の中でこ

の死後事務をやるという提案がある中で、社
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会福祉協議会全体で人件費の要望、新しくと

にかく人を増やしてほしい、今既に地域福祉

権利擁護事業が各自治体でこの少ない人数

でできる状態ではないということで、改めて

今、人件費を要望しているというところです。 

 私どものこの事業のやり方の中では、おひ

とりさま死後事務支援事業を開始したその

理由の一つに、御本人様がお元気なうちに高

齢者あんしん生活支援事業は入院のサポー

ト、保証人をする、郵便物を取りに行く、入

院費を支払うというところで、生きているう

ちの保証人の業務が非常に負担が大きい中

で、おひとりさま死後事務支援事業を開始し

た理由として、死後事務であればそこまで継

続するような負担がないということで、なる

べく中でも少し負担を減らすという意味で

始めたという理由もあります。 

 そのようなところで少し、今後、おひとり

さま支援事業になるべく移行していただい

て、死後事務のほうでなるべく人が動くよう

な形にしていきたいというところと、あとは

人件費を今後要望して何とかやっていくよ

うな形で進める努力をしているという段階

です。 

 以上です。 

○八杖会長 矢頭副会長、いかがでしたか。 

○矢頭副会長 結構です、今の段階では、は

い。 

○八杖会長 なかなか厳しいというお話が

ありましたけれども、いろいろ模索していか

ないと、本当に必要な人に対応できなくなっ

てしまうと思いますから、先ほど申し上げた

ように新しい制度が施行されるまでにはあ

と数年あると思いますので、そこまでにどん

なことができるのか、しっかり考えていきま

しょう。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 では、私からよろしいですか。先ほど、虐

待案件ケースが平さんのほうから増えてい

るというようなお話があったところに関連

してなのですが、虐待対応は、高齢者虐待防

止法、障害者虐待防止法で自治体が基本対応

をしていくという流れかと思うのですけれ

ども、自治体と連携がうまくできているのか、

難しいケースや虐待がある場合には、自治体

のほうで動いていただかないといけないと

思いますが、そこの連携がどうなっているの

か、御報告からは分からなかったので教えて

いただけますでしょうか。 

○平成年後見センターあだち課長 ありが

とうございます。 

 明らかに虐待があるケースに関しては、も

ちろん包括に通報して関わっていただくと

いうことをしております。特に難しいケース

に関しては、私たちだけでは対応しないよう

にしていますので、その辺りは大丈夫かと思

います。 

 あと、区長申立のところに関しては、これ

は区長申立でお願いしますということで強

くお伝えして、区長申立にさせていただいて

おります。 

○八杖会長 ありがとうございます。船頭さ

んがいないと、虐待対応は違う方向に行って

しまったりすることもあると思いますので、

成年後見につなぐかどうかも含めて、よく連

携をしていただけるとよろしいのかなとい

うふうに思いました。 

 ありがとうございました。 

 ほか、いかがでしょうか。 

○大輪委員 関連してよろしいでしょうか。 

○八杖会長 大輪さん、お願いします。 

○大輪委員 虐待の相談に関して少し確認

をさせていただければと思うのですけれど

も、虐待は入り口だけではなくて、成年後見

制度につないだ後も虐待認定を受けた方の

御支援というのが継続してあるかなと思い
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ます。そうすると、その虐待中の方の後見人

のサポート、行政と後見人との役割分担とい

うのもとても必要になっているなというこ

とと、合わせて例えば、施設に入所されたり、

安全安心が確認できたときに虐待の解除と

いう、または再統合というようなことが必要

になるかと思います。そういった入り口だけ

ではなくてモニタリングの部分、出口の部分

の相談というのも中核機関の重要な役割に

なってくると思います。ですので、もし、今

回は入り口の部分でかなり集計をしていた

だきましたけれども、今後、そういうモニタ

リングや出口のところでの集計などもある

と、成果が見えてくるのではないかなと感じ

ました。 

 以上でございます。 

○平成年後見センターあだち課長 大輪先

生、御意見、ありがとうございます。 

 虐待親族紛争と書いてあるのですけれど

も、明らかな虐待に関しては、区で対応して

いただく必要があるのでつなげるのですけ

れども、どちらか分からないものも結構入っ

ておりますので、その辺りは行政のほうと一

緒にしっかり後見人へのフォローというと

ころに関しては対応できるように考えてい

けたらなと思っておりますので、またどうぞ

よろしくお願いいたします。 

○大輪委員 よろしくお願いします。 

○八杖会長 大丈夫でしたか。 

○大輪委員 問題の対応のところが、そうで

すね。 

○八杖会長 ほかに何かありますか。 

○徳井医療介護連携課長 少しだけ補足さ

せていただいてもよろしいでしょうか。 

医療介護連携課長の徳井でございます。 

 我々、高齢援護を担当しておりまして、虐

待を担当しております。虐待があったケース

ですね、おっしゃるとおり、区長申立審査会

を経た後も、高齢援護担当を含め、関係者と

一緒にケアをしていくものがございますの

で、どういった出し方ができるかというのは

検討する必要がありますが、具体的なケース

ですとか、もし出せるものがあれば、情報提

供させていただいて、また御意見をいただく

場をつくっていきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○八杖会長 関連して１つだけ付け加える

と、虐待の通報は虐待のおそれがあれば、通

報ということを確実にしなければならず、間

違えないようにしなくてはいけないという

ことと、あとは、支援チームにお任せするよ

うな虐待対応というのは通常の話であって、

まずは方針の決定など、自治体がきちんとリ

ードして行かなくてはいけないので、中核機

関に任せてしまうようなことが自治体とし

てないよう、そういった考えはしっかり自治

体のほうで持っていただかないと、違う対応

になってしまうことがあると思いますので、

お気をつけいただければと思います。 

 では、成年後見センターあだちと権利擁護

センターあだちに対してはよろしいでしょ

うか。 

 では、続きまして障がいですね。今、和田

係長から御説明があった内容について御質

問等があったら、お願いをしたいと思います。

いかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 ないようなので、続いて精神、田中係長か

ら御説明があった内容について御質問等が

あれば、お願いしたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

 大丈夫そうですか。 

 では、活動の御報告についてはよろしいと

いうことですので、以上で質疑を終わらせて

いただきまして、議題２に進みたいと思いま

すけれども、よろしいでしょうか。皆さんの
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ほうから何か委員の先生方に御質問などが

あればと思いますけれども、大丈夫ですか。 

 では、次の議題にも関わると思いますので、

もし議題２の検討の中でもし今の内容につ

いても御質問等があれば、皆さんからいただ

きたいと思います。 

 議題２ですが、課題と目標の進捗状況につ

いて、事務局から御説明をお願いします。 

○立川権利擁護推進係長 権利擁護推進係

長、立川です。 

 それでは、議題２ 「課題と目標」の進捗

状況について、御説明いたします。２４ペー

ジ、資料２－１を御覧ください。 

 こちらは前回の制度審査会で御報告させ

ていただいたものになります。前任の係長が

中心となって作成されました。何度か内容を

更新しておりますが、その際に各所管の意見

が必ずしも反映されたとは言えないもので

した。また、制度審査会においても既に達成

しているものもあり、今の形にフィットした

ものに作り直すのはどうかという御意見も

頂戴しておりました。 

 このような経緯があり、課題と目標をいま

一度アップデートする流れになり、令和７年

度第３回成年後見（権利擁護）推進連絡会に

て議題として上げ、刷新することといたしま

した。 

 ２８ページ、資料２－２を御覧ください。

こちらが各所管に改めて提出していただい

たものになります。「目標」をあるべき姿、

「課題」を阻害要因として最新の状況で洗い

出しをしていただきました。今後、項目ごと

に分類整理し、また、内容を精査して取りま

とめ、次回の制度審査会にて御報告したいと

考えております。 

 以上で課題と目標の進捗状況についての

説明を終わります。 

○八杖会長 ありがとうございます。まず、

２４ページに記載されているのが従来の、今

まで御報告をいただいていた内容という、そ

ういったことでよろしかったでしょうか。 

○立川権利擁護推進係長 はい。その通りで

ございます。 

○八杖会長 それに加えて今回、各所管から

２８ページ以下のものが提出されたという

ことでよろしかったでしょうか。 

○立川権利擁護推進係長 はい。その通りで

ございます。 

○八杖会長 そうすると、この２４ページの

ものは、これはこれで今後も継続していく、

それで２８ページのものは各所管がそれぞ

れということになるのでしょうか。 

○立川権利擁護推進係長 前のものはもう

終わっているものは削除といいますか、黒塗

りして、残っているものと、各所管から出し

てもらっているものの中で、似たようなもの

があると思いますので、それを項目ごとに分

類整理して、以前の残っている課題と合体し

て作り直そうと考えております。 

○八杖会長 そうすると、この２４ページの

バージョンアップ版が出てくるということ

でよろしいですか。 

○立川権利擁護推進係長 はい。その通りで

ございます。 

○八杖会長 分かりました。ちなみに２８ペ

ージ以下も、これは初めて拝見するのですが、

昔からあったのですか。策定があって改訂が

あるということは、所管ごとで作られていた

ということですか。 

○立川権利擁護推進係長 そういうわけで

はなく、以前のものの改訂版という形にして

いる経緯です。２８ページ以降、策定という

文言は消させていただきます。 

○八杖会長 そうすると、各所管のものが従

来からあったわけではなく、もともとはこの

２４ページのものがあって、これを踏まえて
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今回各所管で洗い出しをしていただいた、今

後それを統合して２４ページのバージョン

アップ版が出てくると、こういう整理でよろ

しかったでしょうか。 

○立川権利擁護推進係長 はい。その通りで

ございます。 

○八杖会長 分かりました。ということのよ

うですが、委員の先生方、御意見等があれば、

お願いしたいと思います。 

○徳井医療介護連携課長 申し訳ありませ

ん。少しだけ補足させていただきます。 

 先ほど立川係長から次回の制度審査会で

完成版をというお話があったのですけれど

も、この制度審査会でもう少しこういう視点

が必要なのではないかという御意見を踏ま

えてしっかり完成としたいと思います。今回

はまだ所管から取りまとめた粗いものでご

ざいます。ですので、次回もう少しきれいな

ものをお出しさせていただきたいと思いま

すので、本格的な議論はまた次回ということ

でいただければ、今のうちにもいただけるも

のはいただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○八杖会長 ありがとうございます。かなり

大部にわたるものですから、なかなか今日、

皆さんに御意見をいただくのは難しいかも

しれませんが、何か全体的なことで御意見等

があったらお願いをしたいと思いますけれ

ども、今日の段階で何かございますか。 

 私が少し思ったことは、この２４ページの

もの、終わっているものを黒塗りにするとい

うところ、それを削除していくというのは、

私は残したほうがいいのではないかなと思

っています。それはなぜかというと、消えて

しまうと、忘れてしまうと言うか、本当はそ

れがやれているから終わっているというこ

とだけれども、やっているうちに見えなくな

ってきてしまうという心配があると思うの

で、一応残した上で色を変えていただくとか、

何かそういうほうが進捗としてはいいのか

なという気がいたしました。全体的な話でご

ざいます。 

○徳井医療介護連携課長 そうしましたら、

例えばですけれども、以前の２４ページから

あるものに少し欄を加えさせていただいて、

次の計画に持ち越すのか、こういう理由で終

わったのかというところで少し一欄設けさ

せていただいて、こちらの報告も合わせてさ

せていただければ分かりやすいのかなとい

うふうに考えます。 

○八杖会長 皆さんが実際にやってきたこ

となので、それが全部消えてしまうのもどう

かと思いますので。 

○徳井医療介護連携課長 そうですね。 

○八杖会長 ほか、ございますか。今日の段

階でということですけれども。これは新しく

バージョンアップされるものは、今、課長か

らもお話がありましたが、各所管で課題にな

っているというようなことも新しいところ

で、所管ごとに分かるような形になるのでし

ょうか。それとも、そこは分からないでまと

まるような形になるのですか。 

○立川権利擁護推進係長 一番右の列に所

管という欄がありまして、それを残してどこ

から発信された課題かというのが分かるよ

うにしたいと思います。 

○八杖会長 なるほど。今回の改訂版のフォ

ーマットが新しいものになるということで、

ここに所管が入るのですね。 

○立川権利擁護推進係長 はい。その通りで

ございます。 

○八杖会長 分かりました。 

 私ばかりなのですけれども、全体的な話と

して今、冒頭から申し上げているとおり、成

年後見制度だけではなくて、権利擁護支援を

一体的に進めていくという、そういった考え
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で今後この国の権利擁護が進んでいく予定

ですから、もう少し裾野を広げるというか、

今日も御質問が矢頭委員からもありました

けれども、ほかの手段がどうなのかというよ

うなところ、そこも検討がされているのかと

いうような、こういったことも入れていただ

くと、今後、次の制度につながっていくとき

に進めやすくなるのかなという気がいたし

ました。そういった意味では次の議題にある、

例えば、じぶんノートの活用であるとか、先

ほど、加藤課長からの御説明があったあんし

ん事業のことであるとか、そういう取組など

もうまく入れていけると、継続的な視点でそ

の事業を見ることもできますし、全体として

権利擁護支援、どうなのかというところも分

かってくると思いますので、どこまで広げる

のかというところは少し要検討かもしれま

せんけれども、そういったこともこの利用促

進事業における課題と目標という中に含ま

れるとよいのかなという、そのような感想を

持ちました。 

 委員の先生方、何かございますか。 

○徳井医療介護連携課長 では、私から。医

療介護連携課長、徳井でございます。 

 先ほど八杖会長から御提案いただきまし

た成年後見だけではなくて、権利擁護センタ

ーでやっている事業ですとか、そういったも

のの広げてすることは検討していきたいと

思います。ただ、この課題と目標によくある

ことなのですけれども、御懸念のとおり、広

げすぎてしまうとフォーカスがぼやけてし

まって、本来目的を見失ってしまうところで

ございますので、あくまで利用者様の意思決

定支援ですとか、そういった視点が必要にな

ると思いますので、少しバランスを見て入れ

られるものは入れるというところで検討し

ていきたいと思います。 

○八杖会長 私の記憶ですと、もともとは第

２期成年後見制度利用促進基本計画、ないし

は第１期だったかもしれませんが、そこの項

目で問題になっていることがこの課題と目

標の一番スタートだったような気がします。

ですから、恐らく国のほうの課題の整理のと

ころで取り込んだものもあると思いますか

ら、そこを御確認いただいて、合うような形

でやるのがフォーカスという意味でもあま

り広がりすぎないことになるのかなという

ふうに思いました。 

○徳井医療介護連携課長 かしこまりまし

た。ありがとうございます。 

○八杖会長 何かございますか。皆さんから、

所管の皆さんからも何か今後の作り方とか、

もしも御意見があったらいただきたいと思

いますけれども、いかがですか。 

 ざっと拝見しましたけれども、障がい援護

もすごいですね。もうこれで全てみたいな、

もう、本当に感服いたしました。網羅的にな

っておりまして。 

○和田基幹相談・権利擁護係長 基幹相談・

権利擁護係の和田でございます。 

 障がい援護での課題感としては着手をど

こからしていくかというところがなかなか

難しいのですけれども、実は書き切れていな

い課題もまだありまして、特に援護の実施機

関と考えると、足立区民だけれども、日本全

国にいらっしゃるので、この地域での取組と

いうところも大事だけれども、自治体として

はそういった先ほど話がありました虐待フ

ォローアップも含めて全国の中核機関との

調整ですとか、その各地域の事情をしっかり

把握した上でやっていく課題も、現場では起

こっているので、課題はさらにあるとの感覚

を持っています。 

○八杖会長 何かやはり順番や優劣も考え

ていかないと、異動があったときに多分やり

きれないところも出てくると思いますので、
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そこの整理をよくしていただくとよいのか

なというふうに思いました。 

○和田基幹相談・権利擁護係長 ありがとう

ございます。基幹相談・権利擁護係、和田で

す。 

 全てを障がい援護課でこれらのことをす

るというよりかは、成年後見制度（権利擁護）

推進連絡会でもどんなところから着手でき

るかということを、今年から中核機関ミーテ

ィングというのも定期的に高齢のチームで

されているところに、障がいも参加させてい

ただきながら検討していきたいと考えてい

ます。 

○八杖会長 ありがとうございます。一方、

精神は、率直な御意見が書かれていて、疑問

がたくさんあるということで、本当にそうだ

と思います。ですから、先ほど申し上げた成

年後見制度だけではなくて、どんなことが権

利擁護支援としてこの精神障がいのある

方々に役立っていけるかというようなこと

も含めて考えていただくとよいのかなとい

うのを思いました。 

 あとは、福祉事務所はもちろん利用支援プ

ログラムがあるということですけれども、具

体的にチーム支援の関わり方やケースワー

カーの役割などが少し御検討いただけると

よいのかなと思いました。 

 あとは、全体的な話で協議会の話が、所管

からは多分どこからも出ていないような気

がいたしまして、それはまさに自分たちの所

管との関係があまり認識されていない結果

かなと思ったりしますから、そういったとこ

ろを全体的には拾っていく必要があるのか

なという気がいたしました。 

 何かございますか、今日の段階で。 

○矢頭副会長 司法書士の矢頭です。 

 目についたところとしては、障がい援護の

１９番とそれから足立保健所の６番、これは

同じ課題をそれぞれ取り上げていらっしゃ

るということで、この人事異動の問題ですね。

これは結構いろいろな自治体で皆さんおっ

しゃっていることでありまして、一生懸命頑

張っていた担当者がいなくなると、途端止ま

ってしまうとか、そういう極端な話なのです

が、そういったことがよく言われるというこ

とで、そう言いつつ、この対策としては出て

きて、上げられている対策がどちらかという

と個人レベル、これはしようがないのかもし

れないけれども、個人でできることをピック

アップされているということで、ただ、自治

体としては組織的な動きを止めないような

工夫という視点もやはり必要なのかなとい

う意味においてこの人事異動に対する対応

についてはもう一工夫いただいたほうがい

いかなという感想は持ちました。 

 以上です。 

○八杖会長 ありがとうございます。大輪さ

ん、何かございますか。 

○大輪委員 私の困り事でもあるのですけ

れども、障がいの方が高齢期になって地域移

行という形でグループホームに出されます。

そして高齢期になって高齢障がい者になっ

たときの住まいという問題が非常に難しく

なっている。介護保険優先になっているけれ

ども、やはり障がいの特性から、なかなか特

別養護老人ホームでは生活ができないよう

な状況がある中で、高齢になられた障がい者

の一人暮らし・自立支援というところが非常

に今課題になっているかなと感じています。

それには住まいや支援の方法の問題、あと、

高齢と障がい、まさに支援の連携というのが

とても重要になってくるかと思いまして、そ

ういったところも、後見人をサポートする上

でとても必要かなと感じていますので、追加

していただければと考えます。よろしくお願

いします。 
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○八杖会長 ありがとうございます。 

○今岡委員 大丈夫です。 

○八杖会長 では、次回は３月ですか。 

○徳井医療介護連携課長 ３月です。 

○八杖会長 ３月に整理された形で一度仮

のものとして御提出いただいて、こちらでま

た意見を求めていただけるということでし

たので、これは引き続き検討してまいりたい

と思います。今日の段階は、この件はこれぐ

らいでよろしいですか。 

○徳井医療介護連携課長 大丈夫です。 

○八杖会長 では、議題の２は以上とさせて

いただきます。 

 続きまして議題の３です。じぶんノートの

活用状況について、事務局から御説明をお願

いします。 

○立川権利擁護推進係長 権利擁護推進係

長、立川です。 

 議題３ じぶんノートの活用状況につい

て、まず、地域包括の老い支度講座から御説

明いたします。３７ページ、資料３－１を御

覧ください。 

 足立区では地域包括支援センターに委託

し、区内に２５か所あるセンターにおいて、

年１回以上、「じぶんノートを活用した老い

支度講座」を開催しております。こちらの表

は今年度上半期の実施状況をまとめたもの

です。１６か所の包括で延べ１８回開催され

ました。人数は２６３人で、男女別では男性

４６人、女性２１７人となっており、８０％

以上が女性でした。参考に昨年度の上半期の

数字も掲載しております。今年度は昨年度よ

り回数も人数も多少ですが、増えていること

が分かります。 

 続きまして、Ａフェスタについて御説明い

たします。３８ページ、資料３－２を御覧く

ださい。 

 あだち区民まつり、Ａフェスタ２０２５は

１０月１１日土曜日から１２日日曜日の１

０時から１６時に荒川河川敷で開催されま

した。じぶんノートのＰＲと終活に興味を持

ってもらうとともに、成年後見制度等の周知

を目的としてじぶんノートの記入体験を実

施しました。じぶんノートの２ページ目の

「好きなもの、嫌いなもの」と９ページ目の

「これからやってみたい１０のこと」の２種

類のプリントを用意し、どちらかを選んで記

入してもらい、終了後にじぶんノートの現物

をプレゼントしました。併せて今年度リニュ

ーアルした成年後見制度パンフレットもお

渡ししました。１日目はあいにくの雨のため、

参加者も７０人ほどでしたが、２日目は晴れ

て１９０人ほど集まり、職員の感想にもある

ように、集計ができなくなるほどの混雑でし

た。今年度の反省点や改善方法などを参考に

して、来年度はより良くしていきたいと考え

ております。 

 以上で説明を終わります。 

○八杖会長 ありがとうございました。じぶ

んノートの活用状況について御報告をいた

だきました。 

 今の御報告について御質問・御意見があり

ましたら、お願いしたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

 私からですけれども、すみません。私がも

う既にお聞きしていることなのかもしれま

せんが、このじぶんノートは自治体や包括、

あるいは中核機関での活用方法というのは、

これは整理がされていたのでしょうか。要す

るに、作られたものをどう自治体、包括、中

核機関で活用していくかみたいな議論とい

うのはされているのかどうか、ここをお伺い

したいと思いますけれども、いかがでしょう

か。 

○立川権利擁護推進係長 内容がプライバ

シーに関わるものになるので、どういうこと
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を区民の方が書かれているかをこちらで知

ることはできませんが、こういった講座で何

人集まったかとか、どういう内容の講座を開

いたかという報告書は上げてもらっていま

すので、それを活用することはできると思い

ます。 

○八杖会長 突然振って申し訳ないですけ

れども、大輪さん、エンディングノートの、

自治体や包括が活用していく、何かそういっ

たことは考えられたりしているのでしょう

か。 

○大輪委員 特に聞いていないです。すみま

せん。 

○徳井医療介護連携課長 すみません。よろ

しいですか。 

○八杖会長 はい。お願いします。 

○徳井医療介護連携課長 ありがとうござ

います。一応活用例ということで参考になる

かどうか分からないのですけれども、とある

民間の金融機関から、じぶんノートを用いて、

お客様とのコミュニケーションツールに使

いたいと。要は亡くなった後、銀行口座をど

うするかとか、そういうところも話していか

なければいけないので、じぶんノートを書き

ながら紹介したいということがあり、１００

冊ほどお渡しした例はございます。 

○八杖会長 ありがとうございます。そうい

うやり方もあると思いますし、あと、書かれ

ていることは恐らく意思決定支援にとても

役に立つことばかりだと思うので、御本人が

なかなか自分で伝えられなくなったときに、

それを見て周りの人が意思決定支援するよ

うな、そういったものにできないのかなとか、

大輪さん、何かそんなことを考えたりするの

ですが、どうでしょうか。 

○大輪委員 そうですね。意思決定支援の重

要なツールですよということはお伝えした

いと思うのですけれども、これを使って任意

後見制度や先ほどのおひとりさまのための

制度に向けてのものにつながっていくのか

なというふうには思っています。 

 あまり、いい発想でなくて、申し訳ありま

せんが、あとはデジタル遺産ということも含

めて、とても大事なページを作成していくツ

ールにもなるということを若い人を対象に

広げていけるのかなと思っているところで

す。 

○八杖会長 ありがとうございます。矢頭副

会長、お願いします。 

○矢頭副会長 司法書士の矢頭です。 

 単純に後見人の立場で考えますと、被後見

人がこういったじぶんノートを過去に作成

をされていて、そういったものにアクセスす

る、そういった仕組みがあると、とてもあり

がたいなと。そうすると、例えば、登録の仕

組みのようなものがあって、それにアクセス

できる人のルールがあって、その中に後見人

が許されるのであれば、アクセスして過去、

こういったものが御本人のじぶんノートと

して作成された経緯があるという情報とし

て得られると、今後の支援、後見人としての

支援やもしくはチーム支援の中で共有でき

る情報というものが広がっていくので、そう

いったものがあると、また違った支援につな

がるかなと。 

 もちろん、意思決定支援ですから、そのと

きにどうお考えになるかというところをや

っていかなくてはいけないのでしょうけれ

ども、プラス過去にどういう希望や将来に向

けたお考えを述べていたかといったところ

も非常に有用な情報なのかなと思いますの

で、作ってそのままどこかへ行ってしまった

というのは非常にもったいないなという気

はします。 

○八杖会長 ありがとうございます。本当に

そのとおりで、作ってそのままどこかへ行っ
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てしまったというのが一番もったいなくて、

あと、救急や医療機関もそういった情報があ

ると、救急車で運ぶときであるときであると

か、あるいはどんな治療を受けたいかとかと

いうところに関係してくると思いますから、

せっかく作っていただいたものをどう活用

するのか。足立区も緊急連絡先表を作って冷

蔵庫にしまっておくというのがあるみたい

ですね。それで、シールなどを冷蔵庫に貼っ

ておいて、救急がそれを見ると、ここに緊急

連絡先があるというのが分かる仕組みだと

思いますから、それの発展版のようなものに

使えたりしないのかなとか、そういったこと

を一緒に検討していけると、どんどん作って

いく必要性というのを感じたりすることが

多くなってくると思いますし、今のままです

と、何とか作ってもらおうというふうに努力

してやっているのが、その後どうなるのかと

いうところが見えてこないものですから、そ

こを一緒に整理できるとよろしいのかなと

感じました。 

○加藤権利擁護センターあだち課長 権利

擁護センターあだちの加藤です。 

 高齢者あんしん生活支援事業のデメリッ

トというのが、契約までにとても時間がかか

るというところです。何に時間がかかるかと

いうと、まさに老い支度のことを全部聞いて、

最後、遺贈まで全部聞くというのが時間がか

かるので、じぶんノートを書いていただいて

うちに持ってきて契約という形になると、恐

らく１か月ほど早い契約ができると思うの

で、そういった準備のような活用の仕方をし

ていただくといいかなと思いました。よろし

くお願いします。 

○徳井医療介護連携課長 ありがとうござ

います。医療介護連携課長、徳井でございま

す。 

 先ほど加藤課長からお話しいただいたの

も活用の一つでございます。じぶんノートの

書き方講座を包括に委託しているのですけ

れども、やるときに自分だけで書くのではな

くて家族と一緒にぜひ書いてくださいとい

うメッセージを伝えています。その趣旨とし

ては、意思決定支援というのがあるのですけ

れども、元気なうちに自分がどうしたいかと

いうことを書いて、ぜひ、じぶんノートを書

くだけではなくてその情報をきちんと残し

てねというメッセージも合わせて伝えてい

るのが現状の区の施策でございます。 

 ですので、実はＡフェスタのじぶんノート

も４０代、５０代、まだまだそんなに自分の

最後のことを考える年ではないですけれど

も、この頃から考えて、自分の親と一緒に考

えているというメッセージでやっておりま

すので、まずはそこから強化をしていきたい

と思います。ただ、いろいろ御意見をいただ

きながらブラッシュアップはしていきたい

と思いますので、引き続きよろしくお願いい

たします。 

○八杖会長 今岡さん、お願いします。 

○今岡委員 私、ほかの委員の方と少し考え

が違うのかもしれないのですけれども、この

じぶんノートというのは、この情報がほかの

ものに活用されるという前提で作られるも

のではないのだとすると、その活用の仕方と

いうのはやはり限定がかかってくるのでは

ないかと思っています。恐らくこれは自分自

身がこれまでを振り返って、あるいはこれか

ら先のことを考えて、忌憚のないものを多分

書くことを予定しているのです。他の人に洗

いざらい見られてしまうと、構えてしまって、

書いていいことと書いていけないことを区

分けして多分情報が一定のものに限られて

きてしまう。恐らくこの本来の趣旨は、本人

が自分でありのままのことを書いていく中

で、自分の頭を整理していくということが一
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番大事なことなので、その中でこれから自分

が何をしなくてはいけないのかという問題

意識を持っていただいて、その上で、今度は

何をするのかというところにつなげていく

ようなツールではないかなと、この最初のペ

ージの「はじめに」というところの記載ぶり

からすると、そのように感じられて、もちろ

ん支援する側からすると、できるだけ多くの

具体的な情報を得たいというお考えは理解

できますが、ただ、そういう活用の仕方がさ

れるということを前提にしてしまうと、かえ

ってこのじぶんノートがじぶんノートでな

くなってしまうのではないかなと、そういう

懸念を感じるところもあります。そこだけは

意見させていただきました。 

○八杖会長 ありがとうございます。まさに

それはそれで正しいことです。ですから、自

治体によっては登録制度をつくって、自分に

何かあった場合にエンディングノートを読

んでもらいたい人を指定するような取組を

しているんですね。おっしゃるとおり、つな

ぎの部分で何かできないかということを併

せて検討していくとよろしいのかなという

ふうに思いました。 

 では、じぶんノートの活用状況は以上とい

うことでよろしいでしょうか。 

 では、次の議題にまいりたいと思います。

議題４は個別事例について御報告をお願い

したいと思います。 

 

（議題４の質疑は非公開） 

 

○八杖会長 最後、議題５です。その他につ

いて、事務局から御報告をお願いします。 

○徳井医療介護連携課長 医療介護連携課

長の徳井でございます。その他の１番目につ

いて御報告をさせていただきます。 

 資料５－１、４８ページをお開きください。 

 １０月２９日に第２回足立区成年後見制

度利用促進地域携ネットワーク協議会が開

催されました。この報告をさせていただきま

す。議事としては表題のとおりでございまし

て、基本的に今日御報告した内容を御報告さ

せていただいたのと、あと、見直しについて、

先ほど御審議いただいたところについて、お

おむね同じような御意見をいただきました

ので、その御報告でございます。 

 あと、事例検討して、その中で１件出てき

て、ここは御意見をいただきたいのですけれ

ども、区民後見人の活用のところになりまし

て、今は区民後見人に選任されると、社会福

祉協議会が監督人となって御活躍いただい

ているのですが、やはりここは社会福祉協議

会のキャパシティーの関係で担う人をなか

なか増やせないといった背景も少しござい

ます。 

 そのところで、ネットワーク協議会に御参

加いただいている方から複数後見人にする

のはどうかというのがありました。例えば、

あだち区民後見人と専門職をもともとタッ

グですか、チームにしてチームで申立をする

ということであれば、特に監督人は要らない

のではないか。法的に監督人は求められてい

るわけではなく、当区の決まりとして多分監

督人をつけるということでやっていますの

で。そこについて御意見をいただきたく存じ

ます。そのほかは議事のとおりでございます。 

○八杖会長 ありがとうございます。御意見

ということですが、いかがでしょうか。矢頭

さん、いかがですか。 

○矢頭副会長 どういう分掌をするのかイ

メージがつかめないのですけれども、区民後

見人のよさというか、強みというのはやはり

面談を頻回に行けて寄り添う、そういった執

務姿勢が多分期待されるところだと思いま

すので、そういうよさ、それぞれの機能のい
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いところを組み合わせて適切な事例におい

てするというのはあり得るのかなというふ

うには思いました。 

 以上です。 

○八杖会長 私はですね、モデルとしてやっ

てみるのはいいかなと思うのですけれども、

区民後見人がどうしたらいいのだろうかと

いうところで、指針が何もなくなってしまう

ので、そうすると。非常に活動が困るのでは

ないかなという気がします。複数後見でやっ

て、専門職の方がしっかり指導とか、フォロ

ーをしてくれたらいいのでしょうけれども、

専門職側にもそういった意識がないという

ことになると、今までは社協がバックアップ

をするような形で活動して、不安があったら

相談するということでやれてきたと思うの

ですが、それがどうなるのかなという気がす

るものですから、モデルとして一度そういう

形でやって、ただ、そのモデルとやる意味で

はきちんと社協がそのケースについてはモ

ニタリングをしながら、どうやっていくのか

というのを試してみるというのは一つある

のかなと思いました。 

 もう一つは、今後、恐らく区民後見人を自

治体でどう活用していくのかということが

今まで以上に新しい成年後見制度になると

求められていく。区民後見人というのは単に

後見人をやるだけではなくて、今は生活支援

員がやっていらっしゃると思いますけれど

も、様々な意思決定支援の研修などもしっか

り受けて、そういったことをサポートできる

ような人が、区民後見人になっていくような

気もします。そうすると、個別に動いていた

だければいいのか、それとも自治体の中でし

っかり役割を果たしてもらう必要があるの

かとか、そのようなことも考えながら、複数

にしていくのかとか、あるいは従来から言わ

れているのは、専門職に監督人になっていた

だくというようなやり方もあるのではない

か。そういう方法を採っていくのかというこ

とを検討していくことになるのかなと。 

 ですので、本当に自治体や社協からも離れ

た形で養成はしたけれども、あとは自分たち

でやってねという感じにはしないほうがい

いのではないかという感想を持ちました。 

 以上です。 

○徳井医療介護連携課長 医療介護連携課

長、徳井でございます。 

 御意見、ありがとうございます。まさに役

割分担のところは御推測のとおり、やはり専

門職の方、頻回に面接には行けないので、そ

こを区民後見人にお願いしてほかのところ

を専門職がやりたいということで、主に成年

後見をやられている方から御意見が、ほかの

ところでも伺ったところでございます。また

検討していきたいと思います。 

○八杖会長 それはそれでいいのという気

がしますね。専門職が面談しないで、そこを

何か下請ではないですけれども、区民後見人

に担ってもらうというのは何となく役割分

担と言える話なのか、少し違うのではないか

なという印象を、大輪さん、持ちましたけれ

ども、どうでしょう。 

○大輪委員 私も、今、八杖先生がおっしゃ

ったとおりだと思います。やはり対等な形で

複数後見だったらやっていけるようなサポ

ートが必要なのではないかなというふうに

思います。 

○平成年後見センターあだち課長 では、ケ

アマネジャー向け研修の発表でいいですか。 

○徳井医療介護連携課長 はい。 

○平成年後見センターあだち課長 では、そ

の他の２つ目にあります、ケアマネジャー向

け研修についてです。１１月２５日に予定し

ております。成年後見制度の概要と利用につ

ながるポイント及び被後見人の意思決定支
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援についてというテーマで、対面でこちらの

会場を広く使ってやろうと思っているので

すけれども、今のところ８８名のケアマネジ

ャーにお申し込みいただいております。弁護

士の川辺雄太先生に講師をお願いしまして、

申込みの際に事前アンケートで成年後見制

度の利用に当たって困ったこと、難しいなと

感じたことをいただいておりますので、その

研修の中で先生の話や模擬カンファレンス

をしてみたり、あとはグループワークもやる

のですけれども、その中でそういった疑問を

解決できるような内容で成年後見制度への

理解を広げていただくような研修にしたい

なと思って今準備をしているところでござ

います。 

 以上です。 

○徳井医療介護連携課長 ありがとうござ

います。 

 その他の最後ですけれども、次回開催予定

ということで、第３回は令和８年３月を予定

してございます。少しここで御紹介ですけれ

ども、矢頭先生と大輪先生が１月２４日まで

任期はありますけれども、今回をもって御退

任されます。また新しい委員の先生が決まっ

てから、日程は決めて改めて御連絡させてい

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○八杖会長 ありがとうございました。幾つ

か御報告をいただきましたが、御意見や御質

問があったら、委員の先生方、お願いしたい

と思いますけれども、よろしいですか。 

 では、御質問、御意見がないようですので、

その他については以上とさせていただきま

す。 

 以上をもちまして本日の議事は全て終了

しましたので、進行を事務局へお返しします。 

○徳井医療介護連携課長 八杖会長、ありが

とうございました。 

 なお、先ほども御紹介させていただいたの

ですけれども、矢頭委員、大輪委員におかれ

ましては、先ほど１５年というお話がありま

したけれども、１５年任期を終えられまして、

今回が最後になります。恐れ入りますが、一

言ずつ御挨拶いただきたく存じます。お願い

できますでしょうか。 

○矢頭副会長 この審査会が設置された当

初から委員をやらせていただきまして、１５

年というのはこの条例の制定日を見て、ああ、

もう１５年も経ったのかと思っているとこ

ろであります。今後、制度が変わって、この

審査会も多分いろいろ忙しくなるだろうと

思いますが、ぜひともフレッシュなメンバー

で今後も継続して頑張っていただければと

思いますし、また私は別のところで頑張って

いきたいと思いますので、今後ともよろしく

お願い申し上げます。ありがとうございまし

た。 

（ 拍  手 ） 

○大輪委員 同じく矢頭先生と同じ期に審

査会の委員に任命されまして１５年務めさ

せていただきました。先駆的な行政の成年後

見制度審査会という審査会の委員になれま

して１５年活動させていただいたこと、大変

ありがたく存じます。 

 本当は私のほうからいろいろと情報提供

をする役割なのですけれども、たくさんのこ

とを学ばせていただいて、とても充実した審

査会に出席できたことを感謝いたします。 

 これからも東京社会福祉士会は７つのブ

ロック制になっておりまして、地域に根ざし

た活動を進めていくということで、区部東ブ

ロックというところが足立区の担当になり

ますので、そこからぜひ地域密着型の委員を

御選考いただくといいなという思いでござ

います。 

 本当は私ももっと早い段階で３年前にブ
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ロック制になったときに退任を考えていた

のですが、チャンスがなく、今頃の交代にな

りますが、今後とも地域の中で私も区部南で

はなく、多摩南ブロックというところにおり

ますので、地域の中で活動を続けていきたい

と思います。ありがとうございました。 

（ 拍  手 ） 

○徳井医療介護連携課長 矢頭副会長、大輪

委員には長きにわたり、様々な御意見を頂戴

いたしました。本当にありがとうございまし

た。 

 それでは、以上をもちまして、本日の審査

会を終了させていただきます。円滑な議事進

行に御協力いただき、ありがとうございまし

た。 

 議事録については、事務局が作成し、後日、

各委員へ内容確認を依頼しますので、よろし

くお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。 

 

（ 閉 会 ） 

 


